
所管部署
（連絡先） 令和５年６⽉実施

この定期モニタリングでは、以下の表の評価項目・視点により確認を⾏いました。

⑴ 市⺠ニーズの把握・
対応状況

⑵ 経済性

⑶ サービス水準

⑷ リスクマネジメント

２　業務の継続性・安定性 指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認
します。

１　業務の履⾏状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項 アンケート調査等の実施により、市⺠（利⽤者）のニーズを把握し、その
結果を踏まえて改善を⾏います。

施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む） 料⾦収⼊や委託料等の収⽀状況について、当初の収⽀計画と乖離が
ないか、適正な内容となっているかについて確認します。

施設の概要等

令和4年度　 定期モニタリング評価表（年間）

施設名 枚⽅市⽴総合スポーツセンター スポーツ振興課
（内線3853）

評価項目 評価の視点

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項 指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認
します。

改善指示等への対応状況 緊急事態発生時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体
制・対応⽅法について確認します。

所在地 枚⽅市中宮大池4丁目10番1号ほか

主な業務内容

施設使⽤等に関する業務（①使⽤申込みに関する手続き、受付・問
合せ業務全般②使⽤の許可及び使⽤の許可の取消し等に関する業務
等）
施設の維持管理及び修繕に関する業務（①清掃業務②警備業務
等）

設置目的
スポーツ基本法第12条第1項に基づき、国⺠が⾝近にスポーツに
親しむことができるようにするとともに、競技水準の向上を図ることが
できるようにするため。

指定管理期間 平成31年4⽉1⽇から令和6年3⽉31⽇
（2019年4⽉1⽇から2024年3⽉31⽇）

公表用
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代表団体
（JVの場合）
構成団体

（JVの場合）

▍１　業務の履⾏状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

5
4
3
2
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評価 評価 評価理由

3 3
個⼈や団体などの通常利⽤の他、イベント
や大会などの会場となることも多いが、適切
な管理運営が⾏われている。

3 3
幅広い年代向けの教室のほか、様々な「み
る」「する」スポーツの場に供するため、適切
な管理運営が⾏われている。

評価ポイントごとの評価基準
計画以上に独⾃の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を⾏っている。
計画以上の良好な管理運営を⾏っている。
計画どおりの適正な管理運営を⾏っている。
⼀部計画とおりにできていない、⼜は改善が必要であるが、概ね適切な管理運営を⾏っている。
全く計画どおりにできていない、⼜は⼀部不適切な管理運営が⾏われている。

指定管理者
名　称 枚⽅市スポーツ協会・アシックススポーツファシリティーズ共同事業体 公益財団法⼈枚⽅市スポーツ協会

(JVの場合はグループ名)

所在地(JVの場合は代表団
体の所在地)

枚⽅市村野⻄町5番1号307 アシックススポーツファシリティーズ株式会社

施設の設置目的等を踏まえた現状認識及び今後の⽅向性が明確に提案されている（確認事項7）

・総合的なスポーツ推進を⾏う拠点施設として管理運営を⾏っている ・各種大会や事業がスムーズに⾏えるよう運
営のサポートおよび施設の維持管理を実施

・「する」「みる」「ささえる」すべてのスポーツに、年齢や性別、障害の有無を問わず、
関⼼、適正等に応じて参画することができる環境を持続可能なものとして管理運
営を⾏っている

・各種教室の実施
・通常の利⽤のみならず、大相撲枚⽅場所
などの興⾏等にもスムーズに開催できる運営
体制をとっている。

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由
【施設の経営⽅針に関する事項】
①施設の現状に対する考え⽅及び将来展望
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4 4

卓球とバドミントンの個⼈利⽤について、事
前に電話で受付を⾏うことで、当⽇早朝の
場所取りなどの問題解決とともに利⽤者の
利便性向上につなげたことは評価できる。

3 3 条例・規則等に沿った管理運営が⾏われて
いる。

3 3 適切な管理運営が⾏われている。

3 3 様々な年代を対象とした事業が実施されて
いる。

3 3 適切な管理運営が⾏われている。

3 3 適切に実施されている。

3 3 適切に実施されている。

3 3 適切に実施されている。

3 3 適切に実施されている。

3 3 適切に対応されている。

・各種法令を遵守した運営を実施

関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った運営計画が提案されている（確認事項10）
・関係法令等を遵守し、「する」スポーツだけでなく「みる」「ささえる」スポーツに貢献
する管理運営を⾏っている

②施設運営に関する計画

施設の利⽤の向上に関する計画が具体的に提案されている（利⽤料⾦や駐⾞場料⾦の設定を含む）（確認事項9）

・施設の使⽤形態に合わせたサービスの提供やサポート事業を⾏っている

・個⼈利⽤（卓球・バドミントン）の前⽇電
話受付の導⼊
・リピーター獲得のために「個⼈利⽤回数券」
を導⼊している（R1〜）

市⺠の平等利⽤を確保するための基本⽅針が示されている（確認事項11）

・公共性や公益性、公平性が損なわれることがないような管理運営を⾏っている ・施設予約システムによる受付
・教室等の定員超過時は抽選を実施

・利⽤者の性別や年齢、障害の有無等によらず、市⺠が常に平等かつ公平な利
⽤ができる場と機会を提供する管理運営を⾏っている

・障害者スポーツスクエアの実施
・各種年代や性別を対象とした事業を実施

・定期的に「接遇対応の⾃⼰評価表」に基づき改善を⾏っている ・セルフチェックを実施

利⽤者が安全に利⽤できるよう施設内で発生するトラブルへの対応⽅法等について提案されている（確認事項13）

・施設内で発生する可能性がある様々なトラブル等に対し、リスクマネジメントを⾏
い、未然に防ぐ対策を講じている ・OJTによりスタッフ間の情報共有を実施

・万⼀トラブル等が発生した場合は「危機管理マニュアル」に基づき迅速に対応して
いる

・負傷者対応、救急要請、緊急⾞両誘導
などスタッフが連携して対応

利⽤者に対する接遇対応向上について具体的に提案されている（確認事項12）

・常に使⽤者の側に⽴った管理運営を⾏っている ・接遇研修等により改善を⾏っている

・利⽤者の声を取り⼊れるためアンケート調査等を実施し、サービスの向上に努め
ている

・利⽤者アンケートの実施（2⽉）
・個⼈利⽤アンケート（4⽉）

・利⽤者に対する接遇対応の向上のため定期的にスタッフ研修を⾏っている ・12/9接遇研修実施
・3/27接遇研修実施
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3 3 適切に対応されている。

3 3 コロナ禍での市の要請に基づく対応などを含
め、適切な管理運営が⾏われている。

3 3 適切に対応されている。

3 3

SNSでの周知や簡易な申込など参画しや
すい取り組みが⾏われているが、より多くの
市⺠に届くよう、効果的な周知や独⾃性の
ある教室などを展開していく必要がある。

3 3 適切に実施されている。

3 3 適切に実施されている。

3 3 維持管理計画などに基づき、適切な維持
管理が⾏われている。

3 3 適切に対応されている。

・施設の危険箇所や潜在的な危険を把握し、スタッフ全員に周知徹底・情報共有
を⾏い、⽇常巡回点検時や定期点検作業時における安全確認及び安全管理を
⾏っている

・適宜対応し報告等を実施

実施されるスポーツ教室等についての考え⽅が記され、幼児から⾼齢者・⼥性・障害者に対して具体的な利⽤促進の提案がされている（確認事項15）

・「スポーツ教室の実施（開催）計画」に基づき、広く市⺠がスポーツに参画できる
ようスポーツ教室等を実施している

・広報・HPやSNSなどで広く周知
・メールフォームを使った簡易な申込

・「（事故・苦情処理・トラブル）報告・それに伴う是正処置表」を作成し、PDCA
マネジメントサイクルに則り、継続的な改善に努めるとともに、必要に応じて枚⽅市
と協議し対応している

・適宜対応し報告等を実施

利⽤者等の安全・秩序維持のための適切な対応⽅法について提案されている（確認事項14）

・常に安全かつ安⼼して利⽤できる施設として管理運営を⾏っている ・コロナ禍に応じた施設運営を実施

・組織体制とチームワークの向上を目指すため、各スタッフが互いの業務をチェックし
あうクロスチェックと意⾒交換を⾏っている ・スタッフミーティング（12/19実施）

【施設の管理に関する事項】
関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（確認事項17）

・PDCAにて適宜改善等を実施

セルフモニタリング及び利⽤者等に対するアンケートの実施について提案されている（確認事項16）
・施設管理運営業務のすべてにおいて「PDCAマネジメントサイクル」によるセルフモ
ニタリングを実施している

・関係法令を遵守し定期点検などを実施

建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利⽤者への安全、快適な環境が提案されている（確認事項18）
・関係法令等の改正に対し、早急に対応できる体制を整えるとともに、緊急の事
案に対応できる体制を整えている

・ノンスリップワックス塗布（12/9実施）
・関係法令等を遵守し、年間維持管理業務計画書及び中⻑期管理計画を策
定し、ライフサイクルコストの縮減及び施設の⻑寿命化の実現を目指した維持管
理を⾏っている
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3 3 関係法令に基づき適切に運営されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 備品のリストに基づき管理されている。

3 3 経年による修繕や廃棄などが⼀定数発生
するが、適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に実施されている。

3 3 適切に対応されている。

業務に従事するものが、⼈権について正しい認識を持って業務を遂⾏できるよう、⼈権研修について提案されている（確認事項25）

男⼥雇⽤機会均等法に基づくセクシュアル・ハラスメント防⽌対策について提案されている（確認事項26）

・スタッフ全員の⼈権への理解のため、独⾃に策定した「ヒューマンライツプラン」に基
づき、定期的にスタッフ研修を⾏っている ・計画に基づき研修を受講

・すべてのスタッフが安⼼して業務に専念できる職場環境を整備するため、セクシュ
アルハラスメント防⽌措置などを講じるとともに、独⾃の「コンプライアンスプログラム」
に基づき適切かつ迅速な対応を⾏っている

・計画に基づき研修を受講

・関係法令を遵守し適正に実施している

適正な⼈員配置でのローテーション及び業務分担など計画内容が提案されている（確認事項19）
・労働関係法令を遵守し、賃⾦、労働（勤務）時間及び勤務体制を整え、雇
⽤責任を果たしている

・⼀般廃棄物については廃棄物運搬業許可業者に業務委託し適切に処理してい
る ・関係法令を遵守し適正に処理している

備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任所在について提案されている（確認事項21）

・施設内の備品について、備品台帳に基づき適切に管理している ・適切に管理しているが、経年により更新が
好ましいものが多くある

・総括責任者１名、副責任者２名、窓⼝スタッフなど利⽤者が安全かつ安⼼して
スポーツができる環境の提供ができるスタッフを配置している ・勤務経験豊富なスタッフを配置

・「研修計画2013」及びスタッフ研修計画に基づきスタッフの育成を⾏っている ・計画に基づき研修を受講
施設内で生じた廃棄物の適切な⼀時保管、搬出、処理の提案がされている（確認事項20）

・独⾃の「エコマネジメントプラン」及び「KES・環境マネジメントマニュアル」に従い、
環境マネジメントを継続的に向上させ、地球環境問題に配慮した運営を⾏ってい
る

・KESによりコピー⽤紙やゴミ排出量の抑制
に努めている

・「大阪府公正採⽤選考⼈権啓発推進員設置要綱」等の基づき、公正採⽤選
考⼈権啓発推進員を設置し公正な採⽤を⾏っている ・関係法令を遵守し公正な採⽤を⾏っている

・⽇々の点検において修繕や廃棄が必要な備品がある場合は市に報告するととも
に、⼩規模な修繕は指定管理者が⾏っている

・⽇々の点検により適宜修繕や更新を⾏って
いる

環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、省エネルギー等具体的に提案されている（確認事項22）

・「エコマネジメントプラン」に基づき、エネルギー利⽤量削減目標達成やCO2削減
等の取り組みを⾏い、地球環境問題に配慮した管理運営を⾏っている

・館内照明のLED化など地球環境問題に配
慮した運営を実施している

・障害者の雇⽤の促進等に関する法律の趣旨を理解し、インストラクターや⽀援者
として障害者を積極的に登⽤している ・ボランティア等で登⽤している

障害者法定雇⽤率が達成されているか（申請段階で未達成の場合は、本施設における雇⽤をはじめ、雇⽤率が達成できるよう事業計画書で提案されているか）（確認事項24）

公正採⽤への対応として、大阪府公正採⽤選考⼈権啓発指針員設置要綱、⼜は大阪労働局公正採⽤選考⼈権啓発推進員設置要綱に基づき、「公正採⽤選考⼈権啓発推進員」を設置している（確認事項23）

5 



3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 代表団体である市スポーツ協会の強化され
た規定に基づき、適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

4 3

消防署と連携して大規模に実施するなど、
積極的に取り組んでいる。今回で得られた
新たな課題をマニュアルに反映させるなど、
具体的に生かしていく必要がある。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適切に対応されている。

3 3 適宜市と協議しながら管理運営がなされて
いる。

枚⽅市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に示されている（確認事項27）
・市⺠へのアカウンタビリティ（説明責任）を果たすため、目指すべきビジョンを掲
げ、財務諸表や事業計画及び事業報告等を公開している ・HP等で公開している

・市条例等に準じた独⾃の情報公開規定に基づきスタッフ研修を⾏い、透明性の
ある管理運営を⾏っている

・該当する事案が発生すれば規定に基づき
対応している

【情報公開及び個⼈情報保護の措置に関する事項】

【緊急時における対策に関する事項】
緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている（確認事項29）

・「危機管理マニュアル」を作成し、スタッフの研修等を⾏い、⽇常における安全対
策や事故発生等の事態に迅速に対応できる体制を整備している

・春の火災予防運動に伴う消防署との合同
訓練を開催（3/6実施）
・普通救命講習（AED含む・3/27実施）

枚⽅市個⼈情報保護条例の目的等を踏まえ、個⼈情報の保護に関する必要な措置について明確に示されている（確認事項28）

・「枚⽅市個⼈情報保護条例」等に基づき、個⼈情報の保護に努めている ・協会の規定を強化し対応

・スタッフに対して、個⼈情報の重要性や情報倫理についての研修を定期的に⾏っ
ている ・計画に基づき研修を受講

・事業を中断させる様々な脅威への対応として、「事業継続計画」を策定している ・策定している

構成員間（本⽀社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え⽅が明確に示され、かつ考え⽅に対応した分担内容となっている（確認事項31）
・指定管理者として、業務上の瑕疵責任・安全配慮義務違反により第三者へ損
害を与える事故等が発生した場合に備え、損害賠償請求等に対処できるようにし
ている

・訴訟等に対応できるよう保険に加⼊済

・連絡先の把握およびLINEグループにより迅
速な情報共有を⾏える体制をとっている

緊急事態発生時⼜は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・⽅策が提案されている（確認事項30）

・緊急事態発生時に備え、「緊急連絡体制」を整備し、全スタッフで共有している

・指定管理者としての責任分担を理解し、必要に応じて市と⼗分な打ち合わせを
⾏った上で業務を遂⾏している

・不定期の施設⻑会議のほか、市担当課と
⼗分な打ち合わせを⾏っている
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4 3 トップアスリートを招いての事業など、事業計
画に基づいた取り組みが⾏われている。

3 3

SNSを活⽤して積極的に情報発信が⾏わ
れているが、フォロワー数の増加に向けた取り
組みなど、利⽤促進に向けた伝わる情報発
信を進める必要がある。

指定管理者による⼀次評価　平均点 3.1 3.0

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

・SNSを活⽤した情報発信を積極的に実施
・LINEを活⽤したコロナ対応（中⽌連絡の
⼀⻫送信やチャット機能による個別対応）

施設の利⽤促進に繋がる広報活動等について具体的な実施計画が提案されている（確認事項33）

・広報活動プランに基づき、ホームページの作成・管理、SNSの活⽤、地域団体や
地域メディア等の活⽤により施設利⽤促進を⾏っている

【その他】
利⽤者サービスを維持・向上させる具体的な取組みについて提案されている（確認事項32）

・利⽤者サービスを維持・向上させるため以下の具体的な取組を⾏っている①構
成団体が展開可能な⾃主事業の提案②マネジメントの強化③「プラスα」の提案
によるサービスの向上④共同事業体会議・施設⻑会議の開催⑤東京オリンピック・
パラリンピックプロジェクト戦略の事業展開⑥HKSCとの協働

・トップアスリート事業の実施（3/11元サッ
カー⽇本代表の坪井慶介氏によるサッカー体
験教室開催、定員50名に対し269名の応
募あり）

事業計画における提案以上に、特に良好な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が４点以上
事業計画に則した適切な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が３点以上４点未満
事業計画の履⾏において⼀部努⼒が必要だが、概ね適切な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が２点以上３点未満

所管部署による二次評価　平均点

評価項目ごとの評価基準（１⑴）

事業計画の履⾏において、抜本的な管理運営の改善が必要 二次評価の平均点が２点未満

評価項目１　業務の履⾏状況　⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）
に関する事項の評価（所管部署）
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⑵　施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○ 収⼊は概ね回復してきている。

△ ○ 光熱費の⾼騰による⽀出の大幅な増加
が⾒られるが、外的要因と判断。

○ ○ 借⼊なし。

○ ○ 適正に管理されている。

○ ○ 適正に管理されている。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・収⽀予算書と⽐較して収⼊額が大幅に乖離している場合、その理由は何か、ま
た、今後安定した収⼊を得られる⾒込みがあるか。 概ね予算書通り

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
⼀部改善は必要であるが、概ね適正（適切）である

・指定管理業務に係る経費及び収⼊を適切に管理しているか。 伝票及び⽇計表にて適正に管理

評価項目1　業務の履⾏状況　⑵　施設の管理運営に関する経費の収⽀状況の評価（所管部署）

評価項目１⑵の評価基準

・収⽀予算書と⽐較して、想定外に多く⽀出している費目がある場合、その理由は
何か、また、今後、予定外の⽀出が発生するおそれはないか。 光熱水費

・運⽤資⾦の借り⼊れを⾏っている場合、その理由は適当か。 なし

・⼝座管理、つり銭等の現⾦管理は適正に⾏われているか。 伝票及び出納簿にて適正に管理

改善を要する点が多数ある、⼜は不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める △が20％以上⼜は×が１個以上

全ての項目が適正（適切）であり、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる
全ての項目が適正（適切）である 全ての項目が○
⼀部改善は必要であるが、概ね適正（適切）である △が20％未満
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⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○ 市の承認に基づき再委託が⾏われてい
る。

○ ○ 適切に管理されている。

○ ○ 適切に管理されている。

○ ○ 適切に管理されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に管理されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

・募集要項2ページに記載している再委託禁⽌に関する事項を順守し、市の承認
手続きが適切に⾏われているか。 ・遵守している

・指定管理業務に伴い発生する経費及び収⼊を、指定管理者が他の事業等で
利⽤する⼝座とは別の⼝座で管理しているか。 ・別⼝座で管理

・個⼈情報保護法等の関係法令に基づき個⼈情報保護に関し必要な措置を講
じているか。 ・適切に対応

・労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか。 ・遵守している

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）に実施している。
⼀部改善は必要であるが、概ね適正（適切）に実施している。
実施していない、⼜は不適切な点がある

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・職務の執⾏に対する意⾒、要望等の記録等に関する条例に基づき記録等の対
応を⾏っているか。 ・適切に対応

・指定管理者が業務に伴って作成し、⼜は受領した⽂書等に関し、⽂書管理に関
する規定等を定め、適正に管理・保存しているか。 ・適切に対応

・募集要項11ページに記載している「環境への配慮」が適切に⾏われているか。 ・適切に対応（グリーン購⼊推進）

・適切な保険に加⼊しているか。 ・加⼊済み
・指定管理者名と設置者としての市の連絡先を施設内に表示するとともに、利⽤
料⾦表等に明記しているか。 ・明記済み

・障害者法定雇⽤率が達成され（⼜は達成に向けて取り組まれ）ており、募集要
項12ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みが⾏われているか。 ・適切に対応

・利⽤者に対するアンケート等、利⽤者ニーズの情報収集を適切に⾏うとともに、そ
の結果を踏まえて改善に取り組んでいるか。 ・適切に対応

・事業報告書、⽇報・⽉報等を遅滞なく市に提出するとともに、業務の実施状況が
適切に報告されているか。 ・適切に対応
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○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

△ △ 敷地が広いこともあるが、除草や落ち葉の
除去などが不⼗分な時が⾒られる。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切な維持管理が⾏われている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

○ ○ 適切に対応されている。

・危険物取扱主任者及び電気主任技術者を選任し、危険物取扱に係る安全体
制及び電気⼯作物の保安体制を確⽴している

・適切に対応
・危険物取扱者（嶋田）、電気主任
技術者（業者︓岩佐）

・常に消火栓・消火器の状態を調査・確認し、漏電・失火の防⽌に努め、緊急時
に万全の対応が取れるよう必要な措置を講じているか。 ・適切に対応　定期点検年2回

・危険箇所に必要な安全措置・危険防⽌措置を講じているか。 ・適切に対応

・施設内（駐⾞場含む）で発生したトラブル等に適切に対応しているか。 ・適切に対応

・事故等の報告書を適切に作成しているか。 ・適切に対応
・利⽤時間に応じた施設出⼊⼝等の開施錠を⾏い、鍵の管理を適切に⾏っている
か。 ・適切に対応

・避難経路に障害物を置いていないか。 ・適切に対応
・防火管理者を選任して防火体制を確⽴し、避難経路の実施・消防設備点検等
必要な措置を講じているか。  ・適切に対応・防火管理者（嶋田）

・適切に対応
・施設・設備等の汚れ、汚臭の除去などの清掃を適切に⾏い、利⽤者に衛生的な
環境を提供しているか。

・適切に対応　更⾐室・トイレに⾃動芳
香剤設置

・関係法令・仕様書等に基づく清掃、給排水設備の清掃・水質管理、害⾍駆除
等の衛生管理業務を適切に⾏っているか。 ・適切に対応

・施設利⽤者に対して施設情報の提供を適切に実施しているか。 ・適切に対応

・駐⾞場について、基本仕様書に基づき適切に運営・維持管理を⾏っているか。 ・適切に対応

・施設や設備等の修繕に関して、実施記録や要修繕箇所の把握が適切に⾏われ
ており、適宜、市に報告されているか。 ・適切に対応

・設備維持管理年間スケジュールを作成し管理しているか。 ・⼀覧表管理

・法定点検・検査が有資格者の責任によって適切に実施されている ・適切に対応

・樹⽊管理において、刈込み・剪定等を適切に⾏っている ・適切に対応

・落ち葉の清掃や雑草等の除草を適切に⾏っている ・年間の業者委託以上に実施している
が除草が追いつかない

・基本仕様書に基づく⽇常清掃・定期清掃を⾏っている
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Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

B

⑷　改善指示等への対応状況

指摘事項なし

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

評価項目１⑶の評価基準
全ての項目が適切に実施されており、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる

評価項目1　業務の履⾏状況　⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項の評価（所管部署）

指示を⾏った時期 内　容
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

対応状況 評価内容

全ての項目が適切に実施されている 全ての項目が○
⼀部改善は必要であるが、概ね適切に実施されている △が20％未満
改善を要する点が多数ある、⼜は不適切な点があり、直ちに改善を求める △が20％以上⼜は×が１個以上

令和　　年　　⽉

評価項目１⑷の評価基準
全ての内容について適切に対応されており、かつ、特に優れた対応が⾒られる
全ての内容について適切に対応されている

令和　　年　　⽉

令和　　年　　⽉

⼀部対応が不⼗分な点⼜は改善を要する点が⾒られるが、概ね適切に対応されている
対応⼜は改善を要する点が多数ある、⼜は不適切な点があり、直ちに対応⼜は改善を求める

評価項目1　業務の履⾏状況　⑷　改善指示等への対応状況の評価（所管部署）
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▍２　業務の継続性・安定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○ 特に問題なし。

△ △

光熱費の⾼騰による⽀出の大幅な増加
が⾒られる。⾃主事業の充実など、収⼊
増加に向けた具体的な取り組みを強化
していく必要がある。

○ ○ 特に問題なし。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

B

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・応募の資格に抵触する事項はないか。 問題なし

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
⼀部改善は必要であるが、概ね適正（適切）である

（監査報告書等）
・事業の存続に関わる異常事項が指摘されていないか。 ○ 問題なし ○ 特に問題なし。

（監査報告書等）
・会計手続きが適正に⾏われていることが確認できたか。 ○ 問題なし ○ 特に問題なし。

（損益計算書等）
・安定した収益をあげられているか。（赤字となっていないか。） △ コロナ禍および光熱水費⾼騰による減

収（赤字） ○ 光熱費の⾼騰による⽀出の大幅な増加
が⾒られるが、外的要因と判断。

（貸借対照表）
・資産・負債の中に大きな前期⽐増減がある場合、その理由は適当か。 △ コロナ禍および光熱水費⾼騰による減

収（赤字） ○ 光熱費の⾼騰による⽀出の大幅な増加
が⾒られるが、外的要因と判断。

評価項目２の評価基準
継続的・安定的にサービスを提供できる状態であり、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる
継続的・安定的にサービスを提供できる状態である 全ての項目が○

・施設の収⽀状況（⾃主事業の収⽀を含む）が安定しているか。（赤字の場合
は、その赤字分を継続的・安定的にカバーできる財務状況となっているか。）

コロナ禍および光熱水費⾼騰による減
収（赤字）

・その他、団体の経営に影響する要素はないか。 該当なし

⼀部改善は必要であるが、概ね継続的・安定的にサービスを提供できる状態である △が20％未満
改善を要する点が多数ある、⼜は不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める △が20％以上⼜は×が１個以上

評価項目２　業務の継続性・安定性の評価（所管部署）
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▍３　指定管理者による⼀次評価（総括）　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⼀次評価コメント

▍４　所管部署による二次評価（総括）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑴　評価項目ごとの評価結果（再掲）

評価結果

⑴ A
⑵ A
⑶ B
⑷ -

B２　業務の継続性・安定性

評価項目
１　業務の履⾏状況

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項
施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）
募集要項・仕様書記載事項等に関する事項
改善指示等への対応状況

・withコロナが浸透し、大会等のイベント実施や利⽤者数に回復傾向が⾒られてきました。
・大相撲枚⽅場所が5年ぶりに開催されました。興業が滞りなく開催できるよう主催者と打ち合わせを重ね、トラブルなく実施することができました。当⽇は、約3000⼈の来場者を迎
え盛大に開催されました。施設内での大きなトラブルはありませんでしたが、トイレや駐⾞場の不⾜といった興業ならではの問題があり、施設のキャパシティを超える興業開催の難しさが
改めて感じられました。
・コロナによるキャンセルは例外として認められる⼀⽅、2⽉に発生した降雪に伴う利⽤者対応に苦慮しました。体育館では天候を理由とした中⽌基準が定められていないため、公共
交通機関や近隣道路などのマヒで来場できない場合でもキャンセルや還付に応じる事ができませんでした。利⽤者からの問い合わせが多数ありましたが、⼗分に説明することでトラブル
にはなりませんでした。
・春の火災予防運動に伴い、3/6（⽉）に枚⽅消防署との合同訓練を初めて開催しました。当⽇は、はしご⾞等による救助訓練をはじめ、屋内消火栓を使⽤した消火訓練など、
実際の火災を想定した大規模な訓練を⾏い、訓練の様⼦を市⺠も⾃由に⾒学してもらいました。このような合同訓練を⾏う事で、危機管理体制の強化を図るとともに、市⺠に対し
て安⼼・安全を発信します。
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　⑵　二次評価コメント

▍５　添付資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆利⽤者アンケート結果

◆利⽤状況・収⽀状況

新型コロナウイルス感染症により休⽌されていたイベントや大会などが復活してきたことで、総合的なスポーツの拠点として調整の機会も増えてきたと思いますが、適切に対応されていま
す。
光熱費の⾼騰による大幅な⽀出増加がみられます。外的な要因ではありますが、省エネ対策はもちろん、事業による収⼊増加など、赤字の縮減に向けた取組を積極的に⾏う必要
があります。
消防署との連携による大規模な訓練を⾏うことで、職員の危機管理意識の醸成を図るなど、積極的に取り組んでいます。そこから⾒えた気付きを具体的にマニュアルに落とし込むな
ど、次につなげる取り組みもあわせて実施されることを期待しています。
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１．利用状況

項目
開館⽇ 320 ⽇ 299 ⽇ 178 ⽇ 265 ⽇ 315 ⽇
メインアリーナ 85,468 ⼈ 68,387 ⼈ 37,853 ⼈ 59,533 ⼈ 86,575 ⼈

施設稼働・利⽤率 99.2 ％ 91.4 ％ 94.9 ％ 92.9 ％ 96.8 ％
第1武道場 24,630 ⼈ 20,778 ⼈ 12,371 ⼈ 15,895 ⼈ 18,983 ⼈

施設稼働・利⽤率 91.9 ％ 85.5 ％ 86.8 ％ 86.2 ％ 89.3 ％
第2武道場 19,574 ⼈ 19,521 ⼈ 9,888 ⼈ 12,594 ⼈ 15,620 ⼈

施設稼働・利⽤率 91.2 ％ 87 ％ 87.6 ％ 84 ％ 80.7 ％
第1会議室 3,524 ⼈ 1,790 ⼈ 967 ⼈ 3,400 ⼈ 5,008 ⼈

施設稼働・利⽤率 29.6 ％ 20.1 ％ 22.1 ％ 99.5 ％ 99.2 ％
第2会議室 5,044 ⼈ 4,129 ⼈ 2,519 ⼈ 3,209 ⼈ 5,788 ⼈

施設稼働・利⽤率 83.3 ％ 80 ％ 71.1 ％ 16.4 ％ 28.1 ％
サブアリーナ 15,600 ⼈ 14,004 ⼈ 8,875 ⼈ 12,257 ⼈ 15,390 ⼈

施設稼働・利⽤率 91.0 ％ 94.7 ％ 94.6 ％ 94 ％ 96 ％
卓球室 16,845 ⼈ 14,886 ⼈ 5,929 ⼈ 7,857 ⼈ 12,165 ⼈

施設稼働・利⽤率 96.7 ％ 97.5 ％ 93.8 ％ 89.4 ％ 93.3 ％
トレーニング室 25,349 ⼈ 21,342 ⼈ 7,119 ⼈ 11,040 ⼈ 14,818 ⼈

施設稼働・利⽤率 99.4 ％ 99.5 ％ 99.5 ％ 98.3 ％ 98.2 ％
空き施設個⼈・その他 956 ⼈ 643 ⼈ 354 ⼈ 639 ⼈ 494 ⼈
陸上競技場団体 42,269 ⼈ 34,835 ⼈ 19,393 ⼈ 22,469 ⼈ 31,881 ⼈

トラック午前 施設稼働・利⽤率 20.6 ％ 21.8 ％ 19.0 ％ 17.2 ％ 14.6 ％
トラック午後 施設稼働・利⽤率 16.7 ％ 15.4 ％ 25.6 ％ 22.6 ％ 22.2 ％
全⾯午前 施設稼働・利⽤率 23.3 ％ 24 ％ 19.4 ％ 29.8 ％ 24.5 ％
全⾯午後 施設稼働・利⽤率 23.3 ％ 28 ％ 23.5 ％ 30.6 ％ 26.1 ％

会議室 1,691 ⼈ 1,611 ⼈ 1,015 ⼈ 1,479 ⼈ 2,168 ⼈
午前 施設稼働・利⽤率 14.5 ％ 18.2 ％ 17.4 ％ 25.7 ％ 26.1 ％
午後 施設稼働・利⽤率 13.6 ％ 23.4 ％ 19.2 ％ 30.8 ％ 23.9 ％

陸上競技場個⼈ 15,093 ⼈ 11,915 ⼈ 12,198 ⼈ 17,325 ⼈ 19,364 ⼈
午前 施設稼働・利⽤率 94.9 ％ 95.1 ％ 95.6 ％ 98.7 ％ 98.7 ％
午後 施設稼働・利⽤率 98.3 ％ 96.1 ％ 100 ％ 97.8 ％ 99.1 ％

藤阪テニスコート 3,111 ⼈ 3,500 ⼈ 2,448 ⼈ 3,129 ⼈ 3,396 ⼈
施設稼働・利⽤率 61.5 ％ 69 ％ 67 ％ 72.5 ％ 66.5 ％

藤阪東町中央公園テニスコート 2,196 ⼈ 2,587 ⼈ 1344 ⼈ 1757 ⼈ 2,406 ⼈
施設稼働・利⽤率 77.2 ％ 85.3 ％ 72.4 ％ 74.6 ％ 77.2 ％

春⽇テニスコート 7,724 ⼈ 7,938 ⼈ 5449 ⼈ 6789 ⼈ 7,599 ⼈
施設稼働・利⽤率 63.6 ％ 58.9 ％ 58.1 ％ 58.3 ％ 56.7 ％

事業開催回数 50 回 54 回 28 回 43 回 46 回
事業参加者数 12,488 ⼈ 8,251 ⼈ 5,670 ⼈ 5,301 ⼈ 8,652 ⼈

※現指定管理者による管理は令和元年度から

利用状況・収⽀状況

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度



２．収⽀状況

歳⼊
項目

指定管理料
施設使⽤料

駐⾞場利⽤料⾦
スポーツ教室等事業

雑収⼊
⼩計　a

別掲として市への収入として

使用料

※令和元年度から利⽤料⾦制を導⼊

歳出
項目

運営費　費⽤弁償
消耗品費

印刷製本費

修繕料

燃料費

光熱水費

医薬材料費

通信運搬費

保険料

手数料

委託料

使用料賃借料

備品購入費

原材料費

自動車税

消費税

建物附属設備減価償却費

什器備品減価償却費

施設整備費

人件費　　　職員費

退職給付費用

費用弁償

賃金

事業費　　 費用弁償

報償金

賃金

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

使用料賃借料

管理費    　管理経費

⼩計  b

合計  a-b
単位︓円

-5,095,597 3,414,801 2,569,165 632,324 -6,929,672

2,344,000 2,603,000 2,603,000 2,603,000
72,299,836 122,912,659 104,700,724 113,761,671 133,253,677

363,000 90,365 11,800 90,372 15,252
235,440 56,512 32,979 56,969 55,457

1,979 21,388 14,027
11,018 1,499 18,300 18,378 11,926

242,279 107,242
134,051 148,585 44,015 14,589 11,645

330,815 311,535

2,052,000
6,573,794 22,866,170 23,005,976 23,032,800 22,944,945

210,000 441,718 442,000 442,000 529,855
546,000 928,500 572,000 753,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

2,019,048 5,860,792 5,860,792 5,860,792

4,000 6,000 53,240
2,065,420 2,809,131 2,004,040 1,472,916 2,281,778

7,435 169,175 25,713 60,458

231,739 263,550 204,541 227,546 475,243
67,204,239 126,327,460 107,269,889 114,393,995 126,324,005

59,707,000 68,629,000 73,114,930 66,262,183 63,966,341

7,265,500 2,552,200 1,117,300 2,107,420 2,069,530

33,311,910 20,349,118 28,609,946 35,216,991
21,570,800 12,484,000 17,186,900 24,595,900

単位︓円
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

単位：円

26,915,249

7,388,388 738,836 738,836 2,555,158

3,136,490
223,676 216,191 106,757 127,910 300,003

22,526,224 18,109,466 11,820,962 15,789,659 25,163,170
14,723

単位︓円

242,883
2,785,225 3,123,101 3,129,294 3,143,307

10,268 2,911 1,103
808,340 365,082 545,897 618,180 452,317
178,800 424,662 342,823 321,829 330,391

1,003,707 553,187 309,627 206,942 742,604
18,111,072 42,144,529 35,212,393 39,321,304 45,989,995

342,481 288,521 347,535 342,348 230,085
922,860 215,814 988,802 66,000 43,700

0 191,450 132,000 33,000 49,500
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

1,684,827 2,490,720 3,081,260 4,426,364 4,526,000

915,000
12,000,743 12,560,037 12,811,620 13,534,897 13,702,717

476,000 223,591 149,865 271,467 226,349
1,065,000 434,959 238,928


